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お知らせ
INFORMATION

国
保
の
手
続
き
は

お
早
め
に
！

　

３
月
、
４
月
は
進
学
や
就
職
な

ど
異
動
が
多
く
な
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
異
動
に
よ
る
国
民
健
康
保

険
（
国
保
）
の
加
入
・
脱
退
の
届

け
出
は
14
日
以
内
に
行
い
ま
し
ょ

う
。

◆
加
入
の
届
け
出
が
必
要
な
と
き

〇
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
と
き

〇
社
会
保
険
を
脱
退
し
た
と
き

〇
子
供
が
生
ま
れ
た
と
き

◆
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　

保
険
証
が
交
付
さ
れ
ず
、
医
療

費
が
全
額
負
担
に
な
り
ま
す
。

◆
脱
退
の
手
続
き
が
必
要
な
と
き

〇
他
市
町
村
へ
転
出
す
る
と
き

〇
社
会
保
険
に
加
入
し
た
と
き

◆
脱
退
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　

国
保
と
他
医
療
保
険
の
保
険
料

を
二
重
に
支
払
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
修
学
や
施
設
入
所
の

た
め
転
出
す
る
人
に
つ
い
て
は
別

途
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

国
保
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

精
密
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

健
（
検
）
診
の
意
向

調
査
を
実
施
し
ま
す

　

町
で
は
、
健
診
を
円
滑
に
受
診

し
て
も
ら
う
た
め
、「
健（
検
）診

意
向
調
査
」
に
よ
る
健
診
の
申
し

込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
健
診
を
確
認
の

上
、
期
限
ま
で
に
調
査
票
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
調
査
方
法

　

各
自
治
区
の
健
康
づ
く
り
協
力

員
か
ら
各
世
帯
に
調
査
票
を
配
布

し
ま
す
。

◆
調
査
票
の
提
出

２
月
26
日
（
日
）
ま
で
に
自
治

区
の
健
康
づ
く
り
協
力
員
に
調
査

票
を
提
出
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

※
町
の
健
診
を
受
診
し
な
い
場
合

は
、
そ
の
旨
を
記
入
し
て
か
ら

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
配
布
す
る
封
筒
に
同
封

の
「
ご
案
内
」
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

健
康
支
援
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか？高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか？
接種対象年齢（令和５年３月 31日までの対象者）

65 歳 昭和 32 年４月２日 ～ 昭和 33 年４月１日生まれ

70 歳 昭和 27 年４月２日 ～ 昭和 28 年４月１日生まれ

75 歳 昭和 22 年４月２日 ～ 昭和 23 年４月１日生まれ

80 歳 昭和 17 年４月２日 ～ 昭和 18 年４月１日生まれ

85 歳 昭和 12 年４月２日 ～ 昭和 13 年４月１日生まれ

90 歳 昭和 ７年４月２日 ～ 昭和 ８年４月１日生まれ

95 歳 昭和２ 年４月２日 ～ 昭和 ３年４月１日生まれ

100 歳 大正 11 年４月２日 ～ 大正 12 年４月１日生まれ

　肺炎は、我が国の死亡原因の第５位と

なっています。また、日常的に生じる成

人の肺炎のうち２～３割は肺炎球菌が原

因と考えられています。

　定期接種の対象者は毎年異なります。

本年度対象となる人は右記の年齢に該当

し、過去に肺炎球菌の予防接種を受けた

ことがない人です。対象者には令和４年

４月に予診票を送付していますが、予診

票を紛失した場合や接種歴が分からない

場合は問い合わせください。

〈問い合わせ先〉
　健康増進課　健康支援係　☎４５―４５３２

【注意】
過去に肺炎球菌の予防接種を受けたことが
ある人は、定期接種の対象となりません。

　

昨
年
８
〜
９
月
に
受
診
し
た
健

（
検
）診
結
果
に
要
精
検
の
項
目
が

あ
っ
た
人
は
必
ず
精
密
検
査
を
受

け
ま
し
ょ
う
。

　

精
密
検
査
は
、
病
気
の
有
無
を

確
認
す
る
と
と
も
に
、
も
し
病
気

に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
を

早
期
に
発
見
し
、
治
療
を
開
始
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
健（
検
）診
は
受
け
た
だ

け
で
終
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

検
査
結
果
を
よ
く
確
認
し
、
普
段

の
生
活
を
見
直
す
機
会
と
し
て
大

い
に
活
用
し
ま
し
ょ
う
。
精
密
検

査
を
き
ち
ん
と
受
け
る
こ
と
、
そ

し
て
、
結
果
か
ら
自
分
の
生
活
習

慣
を
チ
ェ
ッ
ク
し
改
善
す
る
こ
と

が
健（
検
）診

の
「
ゴ
ー
ル

（
終
了
）」
で

す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

健
康
支
援
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

　

年
末
年
始
よ
り
寒
波
が
続
き
、、

水
道
施
設
で
の
配
水
量
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
水
道
管
の
破
裂

や
不
凍
水
抜
栓
の
不
具
合
な
ど
に

よ
る
宅
内
漏
水
で
、
メ
ー
タ
ー
検

針
再
開
時
に
高
額
な
水
道
料
金
の

請
求
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
次

の
３
点
に
つ
い
て
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
空
き
家
や
１
人
暮
ら
し

の
住
宅
、
集
会
所
、
会
社
関
係
な

ど
の
漏
水
確
認
へ
の
協
力
や
、
水

圧
不
足
な
ど
気
付
い
た
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
下
記
担
当
ま
た
は
町

指
定
の
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

水
は
大
切
な
資
源
で
す
。
節
水

へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
冬
期
間
の
水
道
使
用
の
注
意
点

①
電
熱
ヒ
ー
タ
ー
の
電
源
を
入
れ

る
（
電
熱
ヒ
ー
タ
ー
の
点
検
も

行
っ
て
く
だ
さ
い
）

②
不
凍
水
抜
栓
の
作
動
確
認
を
行

う
（
雪
に
よ
る
破
損
防
止
の
た

め
雪
囲
い
を
し
て
く
だ
さ
い
）

③
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
を
保
温
す

る
（
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
に
布

や
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
を
入
れ
て

く
だ
さ
い
）

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

建
設
水
道
課　

上
下
水
道
係

　

☎
45
―
４
５
３
４

冬
期
間
の
水
道

使
用
に
注
意

西
会
津
町
消
費

支
援
商
品
券
の

受
領
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
燃
料
や
食
料
品
価
格

な
ど
の
高
騰
に
よ
り
影
響
を
受
け

て
い
る
個
人
消
費
の
支
援
と
町
内

経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
町

民
１
人
当
た
り
５
０
０
０
円
の
商

品
券
を
配
布
し
ま
し
た
。

　

長
期
間
不
在
や
、
居
所
不
明
な

ど
の
人
に
つ
い
て
は
、
町
役
場
商

工
観
光
課
で
お
預
か
り
し
て
い
ま

す
。
該
当
者
に
は
町
役
場
か
ら
通

知
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
下

記
の
と
お
り
受
領
す
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

令
和
４
年
12
月
１
日
時
点
で
町

に
住
民
票
が
あ
る
人

◆
持
参
す
る
も
の

・
来
庁
者
の
身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
・
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
印
鑑

・
受
領
書

・
委
任
状（
代
理
人
の
場
合
の
み
・

本
人
、代
理
人
の
押
印
が
必
要
）

◆
受
領
場
所

　

町
役
場
商
工
観
光
課
窓
口

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

◆
受
領
期
間

　

２
月
28
日
（
火
）
ま
で

※
使
用
期
限
は
3
月
19
日
（
日
）

で
す
の
で
、
早
め
に
受
領
を
お

願
い
し
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

　

☎
45
―
２
２
１
３

ト
ー
タ
ル
ケ
ア
修
学

資
金
を
貸
与
し
ま
す

　

町
で
は
、
保
健
師
、
理
学
療
法

士
、
介
護
福
祉
士
な
ど
を
目
指
し

て
修
学
し
て
い
る
人
ま
た
は
修
学

し
よ
う
と
す
る
人
の
う
ち
、
経
済

的
な
理
由
で
援
助
が
必
要
な
人
に

対
し
、
４
月
か
ら
修
学
資
金
（
無

利
子
）
を
貸
与
し
ま
す
。

◆
対
象
職
務

　

保
健
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
介
護
福
祉
士
、
社
会
福

祉
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
管
理

栄
養
士

◆
対
象
者

　

町
内
に
住
所
の
あ
る
人
、
ま
た

は
修
学
の
た
め
に
町
外
に
転
出
し

た
人

◆
貸
与
金
額

　

月
額
３
万
６
千
円
以
内

◆
貸
与
期
間

　

学
校
な
ど
を
卒
業
す
る
月
ま
で

◆
条
件

①
監
督
庁
の
認
可
を
受
け
た
学
校

や
養
成
施
設
、
養
成
所
な
ど
に

在
学
ま
た
は
修
学
予
定
で
あ
る

こ
と

②
学
業
優
秀
で
あ
る
こ
と

③
同
種
の
修
学
の
た
め
の
資
金
を

他
の
機
関
か
ら
借
り
受
け
て
い

な
い
こ
と

◆
償
還
金
額

　

月
額
１
万
８
０
０
円
（
月
賦
、

ま
た
は
半
年
賦
の
均
等
払
い
）

◆
償
還
期
間

13
年
４
カ
月
以
内
（
開
始
時
期

は
学
校
な
ど
を
卒
業
し
た
と
き
）

◆
償
還
金
の
免
除

　

貸
与
期
間
終
了
後
に
町
内
に
居

住
し
、
か
つ
町
内
の
事
業
所
で
保

健
師
な
ど
の
業
務
に
従
事
す
る
場

合
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
修

学
資
金
の
償
還
金
の
一
部
を
免
除

し
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

国
保
係

　

☎
45
―
４
５
３
２
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愛
情
と
責
任
を

持
っ
て
適
切
に

飼
い
ま
し
ょ
う

　

犬
や
猫
は
大
切
な
家
族
の
一
員

で
す
。
動
物
は
最
期
ま
で
愛
情
と

責
任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

◆
飼
い
主
に
守
っ
て
ほ
し
い
７
か
条

①
動
物
の
習
性
な
ど
を
正
し
く
理

解
し
、
最
期
ま
で
責
任
を
も
っ

て
飼
う
こ
と

　

犬
や
猫
は
、
人
と
は
違
う
生
き

物
で
す
。
動
物
の
種
類
に
応
じ
て

適
切
に
飼
い
、
最
期
ま
で
責
任
を

持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

②
危
害
や
迷
惑
の
発
生
を
防
止
す

る
こ
と

　

排
泄
物
な
ど
で
周
辺
の
生
活
環

境
を
悪
化
さ
せ
た
り
、
公
共
の
場

を
汚
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

③
災
害
に
備
え
る
こ
と

　

災
害
時
に
飼
っ
て
い
る
動
物
の

命
を
守
る
こ
と

が
で
き
る
の
は

飼
い
主
で
す
。

日
頃
か
ら
、
災

害
に
備
え
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

④
む
や
み
に
数
を
増
や
し
た
り
繁

殖
さ
せ
た
り
し
な
い
こ
と

　

動
物
に
か
け
ら
れ
る
手
間
や
資

金
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
世
話

が
で
き
る
数
を
飼
い
ま
し
ょ
う
。

⑤
動
物
に
よ
る
感
染
症
の
知
識
を

持
つ
こ
と

　

人
と
動
物
の
双
方
に
感
染
す
る

病
気
が
あ
り
ま
す
。
動
物
と
の
過

剰
な
接
触
は
控
え
、
放
し
飼
い
を

し
な
い
な
ど
の
適
切
な
対
応
を

行
っ
て
感
染
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

⑥
動
物
が
逃
げ
た
り
迷
子
に
な
っ

た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

　

飼
っ
て
い
る
動
物
が
逃
げ
た
り

迷
子
に
な
る
と
、
そ
の
動
物
が
危

険
に
さ
ら
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

周
り
の
人
に
危
害
を
及
ぼ
す
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
犬
は
き
ち
ん
と

リ
ー
ド
で
つ
な
ぎ
、
猫
は
室
内
で

飼
う
な
ど
、
逃
げ
出
さ
な
い
対
策

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

⑦
所
有
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

　

迷
子
に
な
っ
た
動
物
の
飼
い
主

を
容
易
に
特
定
す
る
た
め
、
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
、
鑑
札
、
迷
子
札
な

ど
を
付
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

町
民
税
務
課　

町
民
生
活
係

　

☎
45
―
２
２
１
５

詐
欺
被
害
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

　

福
島
県
警
本
部
よ
り
県
内
に
お

け
る
令
和
４
年
度
中
の
詐
欺
被
害

状
況
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

◆
令
和
４
年
中
の
詐
欺
被
害

〇
被
害
認
知
件
数       

１
０
４
件

〇
被
害
額   

２
億
４
０
７
１
万
円

※
手
口
と
し
て
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺

と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
詐
欺
盗

が
７
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、

被
害
者
の
半
数
以
上
が
80
歳
以

上
の
高
齢
者
と
な
っ
て
い
ま

す
。

◆
詐
欺
被
害
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

①
留
守
番
電
話
や
防
犯
機
能
付
き

の
電
話
を
活
用

②
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
は
渡
さ
な
い

③
暗
証
番
号
は
教
え
な
い

④
家
族
に
確
認
す
る

※
不
審
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、

メ
ー
ル
が
送
ら
れ
て
き
た
際
は
、

情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
情
報
提
供
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

喜
多
方
警
察
署

　

☎
０
２
４
１
―
22
―
５
１
１
１

　

町
民
税
務
課　

町
民
生
活
係

　

☎
45
―
２
２
１
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

は
受
け
取
り
ま
し
た
か

　

交
付
通
知
が
届
い
た
人
で
、
ま

だ
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
て
い
な
い

場
合
は
、
忘
れ
ず
に
カ
ー
ド
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◆
受
取
方
法

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

は
事
前
予
約

事
前
予
約

3

3

3

3

3

3

3

3

と
な
り
ま
す
。
希
望

日
時
を
事
前
に
下
記
ま
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
持
参
す
る
も
の

①
交
付
通
知
書

②
本
人
確
認
書
類

※
③
、
④
は
、
お
持
ち
の
人
の
み

③
通
知
カ
ー
ド

④
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　

詳
し
く
は
交
付
通
知
書
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
特
典
に
申

し
込
む
た
め
に
は
、
期
限
内
に

3

3

3

3

マ3

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
請
期
限　

２
月
28
日
（
火
）

※
既
に
カ
ー
ド
を
作
り
、
特
典
に
申
し

込
み
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
全

て
の
特
典
に
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

町
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

〈
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

町
民
税
務
課　

町
民
生
活
係

　

☎
45
―
２
２
１
５

　町での“出産・子育て”を応援します　
　町では、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相

談支援の充実を図るとともに、妊娠届や出生届を行った妊婦・子育て世帯に対し、応援金を支給す

る経済的支援を実施します。

給付金額 対象者

出産応援金 妊婦１人あたり５万円
・令和４年４月１日以降、妊娠届を提出した妊婦
・令和４年４月１日以降に出産した子どもの母

子育て応援金 新生児１人あたり５万円・令和４年４月１日以降に出生した子どもを養育する人

◆申請時期・申請方法
〇令和４年４月～令和５年１月に出産した場合
　原則、出産応援金と子育て応援金を一括で給付します。

　 令和５年２月以降に申請書を郵送します。（申請にあわせてアンケートの提出にご協力ください。）

〇令和４年４月～令和５年１月に妊娠届を提出し、令和５年２月以降に出産する場合
・出産応援金

　 令和５年２月以降に申請書を郵送します。（申請にあわせてアンケートの提出にご協力ください。）

　※妊娠届を提出した後、事情により出産に至らなかった場合も応援金を受け取れます。

・子育て応援金

　出産から１～２ケ月後、自宅を訪問し面談します。面談後、申請書とアンケートを提出してください。

〈問い合わせ先〉子育て支援センター（こゆりこども園内）☎４５－４３３２

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

で
は
、
個
別
の
進
路
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。
事
前
申
請
は
不
要
で

す
の
で
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。な
お
、詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◆
開
催
日
時

　

２
月
26
日
（
日
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
１
時

◆
会
場

　

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

◆
対
象
者

○
高
校
生
（
学
年
問
わ
ず
）
と
そ

の
保
護
者

○
会
津
地
域
で
の
就
職
を
考
え
て

い
る
若
年
者

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
会
津

　

☎
０
２
４
１
―
27
―
３
２
２
１

▲  ホームページ
はこちらから

施
設
見
学
会
を

開
催
し
ま
す

　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
会
津
で

は
、
職
業
訓
練
に
理
解
を
深
め
て

も
ら
う
た
め
、
実
習
の
様
子
を
目

で
見
て
直
接
講
師
な
ど
か
ら
話
を

聞
く
こ
と
が
で
き
る
施
設
見
学
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

◆
開
催
日
時

　

２
月
20
日（
月
）、
22
日（
水
）、

27
日（
月
）、
３
月
１
日（
水
）、
６
日

（
月
）、
８
日（
水
）、
13
日（
月
）

各
日
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
45
分

※
詳
し
く
は
左
記
ま
で
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
会
津

　

☎
０
２
４
２
―
26
―
０
５
２
０

自然災害による被災者の
債務整理に関するガイドライン
～東北財務局福島財務事務所からのご案内～

　東日本大震災や、平成 27 年９月２日以降に、

災害救助法が適用された自然災害（注1）により影響を

受けられた個人や個人事業主の人は、住宅ローンな

どの免除・減額（注2）を申し出ることができます。

（注1）   令和４年福島県沖を震源とする地震、令和元

年台風第19号に伴う災害などが該当します。

（注２） 一定の用件を満たすことや借入先の同意が必
要となります。

※詳しくは

ローン借入先の金融機関など
　に問い合わせください。

を
サ
ポ

し
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